
通算企業年金を選択される場合には
次のことにご注意ください

お申し出いただける期限は 1年間です
確定給付企業年金の加入資格を喪失した日から起算して 1 年を経過する日までの間であれば、お申し出
いただくことができます。

加入されていた確定給付企業年金にお申し出ください
●通算企業年金を選択される場合は、加入されていた確定給付企業年金にお申し出ください。
●このお申し出により、確定給付企業年金から企業年金連合会へ脱退一時金相当額が移換されます。

移換時に事務費をいただきます
●移換された脱退一時金相当額から事務費をいただきます。
●事務費の額は、移換された額（脱退一時金相当額）、移換時の年齢および性別によって異なりますが、
34,100 円を上限としてご負担いただきます。（概ね150万円の移換額で上限の34,100円になります。）
　企業年金連合会ホームページで具体的な試算ができますので、そちらをご活用ください。

● このパンフレットに関するQ＆Aを企業年金連合会ホームページでご覧いただくことができます。

https://www.pfa.or.jp/qa/jukyu/jukyuu04.html

企業年金連合会 検索

（注）通算企業年金については、企業年金連合会規約に定められています。企業年金連合会規約は、企
業年金連合会ホームページでご覧いただくことができます。

（注）法律改正（平成26年4月施行）により、企業年金連合会は、確定給付企業年金法に基づく新たな
連合会（新連合会）の設立時に解散することとなりました。（現段階では、解散時期は未定で
す。）ただし、企業年金連合会が解散した場合でも、現在の通算企業年金は新連合会へ引き継が
れます。

0570-02-2666

お問い合わせ
詳しくは、企業年金連合会（または加入されていた確定給付企業年金）にお問い合わせください。

〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階
企業年金コールセンター

※IP電話からは　03-5777-2666
企業年金連合会ホームページ　https://www.pfa.or.jp/
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年金原資の持ち運び と 企業年金連合会の役割

通算企業年金は生涯にわたりお受け取りいただける終身年金です

●企業年金連合会は、厚生労働大臣の認可により設立された法人で、企業年金の通算センターとし
ての役割を担っています。
●退職などの理由により加入されていた確定給付企業年金の加入資格を喪失した方で脱退一時金を
受けることのできる方は、脱退一時金相当額を企業年金連合会に移す（移換する）ことにより、将来、
生涯にわたって年金（通算企業年金）としてお受け取りいただけます。

●皆様からお預かりした脱退一時金相当額は、企業年金連合会が責任を持って運用します。
●年金額を算定する際の予定利率（※）は、連合会が移換を受けた時の年齢に応じて 0.25％～ 1.25％
です。連合会が移換を受けてから年金を支払い終えるまでの平均期間の違いを勘案しています。
（運用の状況によっては、年金額が増額される場合があります。）
●上記の予定利率の適用対象者は、令和４年５月１日以降に確定給付企業年金の加入資格を喪失し
た方となります。
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通算企業年金のしくみ・イメージ図

この年金原資を元に
年金をお受け取り
いただけます。

保証期間付終身年金

【通算企業年金】

一生涯年金が
支給されます。

※このパンフレットは、令和 4年 5月 1日以降に確定給付企業年金の加入資格を喪失した方が対象になります。※このパンフレットは、令和 4年 5月 1日以降に確定給付企業年金の加入資格を喪失した方が対象になります。
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（※）予定利率

移換時の年齢 予定利率

４５歳未満 1.25％

４５歳以上５５歳未満 1.00％

５５歳以上６５歳未満 0.75％

６５歳以上 0.25％



生涯にわたって年金を受けられます
終身年金ですのでご本人が生存されている限り、生涯にわたって年金をお受け取りいただけます。

保証期間は受取開始年齢から満 80歳までです
保証期間とは、年金受取開始年齢から 80 歳に達するまでの期間のことを指し、その間に病気や災害な
どの理由があった場合には「選択一時金」を、お亡くなりになられた場合には「死亡一時金」を、年金
に代えて受け取ることができます。

（注）年金の受取開始時期まで一時金への選択替えを行うことはできません。
（注）脱退一時金相当額をお預かりしてから、選択一時金や死亡一時金をお受け取りになるまでの期間が短い場合は、選択一時金や死亡一時

金の額がお預かりした金額を下回る場合があります。ただし、裁定請求と同時に全額一時金として選択された場合や、年金受取開始年
齢到達前にお亡くなりになられた場合は、事務費控除後の脱退一時金相当額が最低保証額として保証されます。

（注）65歳以降に脱退一時金相当額を移換された場合の保証期間は、移換されたときの年齢に応じて15年～1年となります。

原則 65歳からお受け取りいただけます
●受取開始年齢は 65 歳（老齢厚生年金同様、生年月日により 60 歳から 65 歳に段階的に引き上げられ
ます。下表参照）からになります。
●ご本人の選択により、60 歳以降であれば、下表の受取開始年齢よりも早くお受け取りいただくこと
もできます。この場合、受取期間が長くなりますので、年金額は減額された額となります。
●受取開始年齢を超えて脱退一時金相当額を移換された場合は、移換された月の翌月分から年金をお受
け取りいただけます。

非課税で企業年金連合会へ移換できます
脱退一時金相当額の企業年金連合会への移換には、税金がかかりません。
（注）年金受取時は公的年金等に係る雑所得として取り扱われます。（ご本人の拠出された掛金が含まれる場合には、その拠出した掛金に相

当する金額は非課税となります。）

企業年金連合会から他の企業年金制度等に年金原資を移換でき
る場合があります
企業年金連合会でお預かりした年金原資を他の企業年金制度等に移換できるかどうかは、加入された企
業年金制度等にご確認ください。
（注）脱退一時金相当額をお預かりしてから、他の企業年金制度等へ移換されるまでの期間が短い場合は、移換額がお預かりした金額を下回

る場合があります。

選択一時金
原則として、年金でお受け取りいただくものです
が、思いがけない病気や災害などにより資金を必
要とされる場合は、年金を受けられる年齢になっ
たとき（原則65歳）または年金をお受け取りになっ
た後であっても保証期間内であれば、残りの保証
期間に応じた選択一時金をお受け取りいただくこ
ともできます。

死亡一時金
万一、年金をお受け取りになる前、または年金を
お受け取り期間中であっても、保証期間内にお亡
くなりになられたときには、残りの保証期間に応
じた死亡一時金をご遺族にお支払いいたします。

通算企業年金の特長 移換する脱退一時金相当額に対する
年金額（年額）【概算】

年金試算シミュレーション

＊「移換時の年齢」とは、脱退一時金相当額を企業年金連合会に移換された月末の年齢（月単位）です。
　なお、1日生まれの方は前月末日が年齢到達日のため、「移換時の年齢」は+1ヶ月になります。
＊例えば、35 歳 0 月の男性が脱退一時金相当額 100 万円を移換された場合、年額約 69,200 円の通算企業年金を 65 歳から生涯にわたって
お受け取りいただけます。
＊女性の年金額が男性に比べて低くなっているのは、女性のほうが平均寿命が長い（受取期間が長い）ことを前提としているためです。

（受取開始年齢が 65歳の場合）

将来受け取れる年金額の試算は企業年金連合会ホームページの年金試算シミュレーションで行えます。
https://www.pfa.or.jp/chuto/shisan/chuto.php

●年金試算結果画面では、ご自身の支給開始年齢時の年金額、支給開始年齢、事務費額が表示されます。

●事務費とは、脱退一時金相当額の移換手続きやデータ管理、年金のお支払い等に係る事務手数料を、
脱退一時金相当額の移換時に一括して控除させていただくものです。

事務費（上限34,100円）＝❶定額事務費（1,100円）＋❷定率事務費（上限33,000円）
❶定額事務費は、受付、移換完了通知書の送付などに要する経費に充てられます。
❷定率事務費は、データ管理、振込手数料などに要する経費に充てられます。

年金試算シミュレーション 試算結果

男
性

生年月日 受取開始年齢

女
性

生年月日 受取開始年齢

〜昭和28.4.1 60歳 〜昭和33.4.1 60歳
昭和28.4.2 〜昭和30.4.1 61歳 昭和33.4.2 〜昭和35.4.1 61歳
昭和30.4.2 〜昭和32.4.1 62歳 昭和35.4.2 〜昭和37.4.1 62歳
昭和32.4.2 〜昭和34.4.1 63歳 昭和37.4.2 〜昭和39.4.1 63歳
昭和34.4.2 〜昭和36.4.1 64歳 昭和39.4.2 〜昭和41.4.1 64歳
昭和36.4.2 〜 65歳 昭和41.4.2 〜 65歳



移換する脱退一時金相当額に対する
年金額（年額）【概算】

年金試算シミュレーション

＊「移換時の年齢」とは、脱退一時金相当額を企業年金連合会に移換された月末の年齢（月単位）です。
　なお、1日生まれの方は前月末日が年齢到達日のため、「移換時の年齢」は+1ヶ月になります。
＊例えば、35 歳 0 月の男性が脱退一時金相当額 100 万円を移換された場合、年額約 69,200 円の通算企業年金を 65 歳から生涯にわたって
お受け取りいただけます。
＊女性の年金額が男性に比べて低くなっているのは、女性のほうが平均寿命が長い（受取期間が長い）ことを前提としているためです。

（受取開始年齢が 65歳の場合）

将来受け取れる年金額の試算は企業年金連合会ホームページの年金試算シミュレーションで行えます。
https://www.pfa.or.jp/chuto/shisan/chuto.php

●年金試算結果画面では、ご自身の支給開始年齢時の年金額、支給開始年齢、事務費額が表示されます。

●事務費とは、脱退一時金相当額の移換手続きやデータ管理、年金のお支払い等に係る事務手数料を、
脱退一時金相当額の移換時に一括して控除させていただくものです。

事務費（上限34,100円）＝❶定額事務費（1,100円）＋❷定率事務費（上限33,000円）
❶定額事務費は、受付、移換完了通知書の送付などに要する経費に充てられます。
❷定率事務費は、データ管理、振込手数料などに要する経費に充てられます。

年金試算シミュレーション 試算結果

（円：百円未満四捨五入）

移換時の年齢 予定利率
移換する脱退一時金相当額

10万円 20万円 30万円 50万円 100万円 200万円

男
性

２５歳０月 1.25% 7,600 15,400 23,100 38,600 77,200 155,900
３５歳０月 1.25% 6,900 13,800 20,700 34,600 69,200 139,400
４５歳０月 1.00% 5,700 11,400 17,200 28,700 57,400 115,100
５５歳０月 0.75% 4,900 9,900 14,900 24,900 49,900 99,900
６５歳０月 0.25% 4,300 8,700 13,100 21,900 43,800 87,500

女
性

２５歳０月 1.25% 6,500 13,100 19,700 33,000 66,000 133,200
３５歳０月 1.25% 5,900 11,800 17,700 29,600 59,200 119,100
４５歳０月 1.00% 4,800 9,700 14,600 24,400 48,800 97,900
５５歳０月 0.75% 4,200 8,400 12,700 21,100 42,300 84,700
６５歳０月 0.25% 3,700 7,400 11,100 18,500 37,000 74,100



通算企業年金を選択される場合には
次のことにご注意ください

お申し出いただける期限は 1年間です
確定給付企業年金の加入資格を喪失した日から起算して 1 年を経過する日までの間であれば、お申し出
いただくことができます。

加入されていた確定給付企業年金にお申し出ください
●通算企業年金を選択される場合は、加入されていた確定給付企業年金にお申し出ください。
●このお申し出により、確定給付企業年金から企業年金連合会へ脱退一時金相当額が移換されます。

移換時に事務費をいただきます
●移換された脱退一時金相当額から事務費をいただきます。
●事務費の額は、移換された額（脱退一時金相当額）、移換時の年齢および性別によって異なりますが、
34,100 円を上限としてご負担いただきます。（概ね150万円の移換額で上限の34,100円になります。）
　企業年金連合会ホームページで具体的な試算ができますので、そちらをご活用ください。

● このパンフレットに関するQ＆Aを企業年金連合会ホームページでご覧いただくことができます。

https://www.pfa.or.jp/qa/jukyu/jukyuu04.html

企業年金連合会 検索

（注）通算企業年金については、企業年金連合会規約に定められています。企業年金連合会規約は、企
業年金連合会ホームページでご覧いただくことができます。

（注）法律改正（平成26年4月施行）により、企業年金連合会は、確定給付企業年金法に基づく新たな
連合会（新連合会）の設立時に解散することとなりました。（現段階では、解散時期は未定で
す。）ただし、企業年金連合会が解散した場合でも、現在の通算企業年金は新連合会へ引き継が
れます。

0570-02-2666

お問い合わせ
詳しくは、企業年金連合会（または加入されていた確定給付企業年金）にお問い合わせください。

〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルB館10階
企業年金コールセンター

※IP電話からは　03-5777-2666
企業年金連合会ホームページ　https://www.pfa.or.jp/


